
大分市就学相談 Ｑ＆Ａ 

 Ｑ１：子どもの成長、発達や就学についての相談はどこにすればよいですか？ 

＜大分市関係の相談窓口＞ 

  ■ 子どもの就学や教育に関する相談など 

  ■ 不登校、子育てなどに関する相談など 

    ・大分市教育委員会 教育相談・特別支援教育推進室（エデュ・サポートおおいた） 

大分市教育センター     ＴＥＬ：５３３‐７７４４ 

     （※常時、ご相談に応じております。事前にご予約をお願いします。） 

  ■ 子どもの発達、育児などに関する相談など 

    ・大分市中央子ども家庭支援センター 大分市庁舎城崎分館２階  ＴＥＬ：５３７‐５６８８ 

    ・大分市東部子ども家庭支援センター 鶴崎市民行政センター１階 ＴＥＬ：５２７‐２１４０ 

    ・大分市西部子ども家庭支援センター 稙田市民行政センター１階 ＴＥＬ：５４１‐１４４０ 

  ■ 乳幼児の発達、健康などに関する相談など 

・大分市保健所 中央保健センター ＴＥＬ：５３６－２５１７ 

 東部保健福祉センター TEL：５２７－２１４３ 

 西部保健福祉センター TEL：５４１－１４９６ 

 ＜特別支援学校の相談窓口＞ 

・大分県立新生（しんせい）支援学校 ＴＥＬ：５４１‐０３３６ 

大分市大字玉沢９８０‐１  

・大分県立大分支援学校   

大分市大字志村７６３‐１ ＴＥＬ：５２７‐２７１１ 

・大分地区新設特別支援学校（仮称）  

大分市東大道２丁目5番２３号  

さくらの杜高等支援学校内 ＴＥＬ：５４３‐００１１ 

・大分大学教育学部附属特別支援学校  

大分市王子新町１番１号 ＴＥＬ：５４３‐８３１７ 

・大分県立盲学校  

大分市金池町３丁目１番７５号 ＴＥＬ：５３２‐２６３８ 

・大分県立聾（ろう）学校  

大分市金池町３丁目１－６０  ＴＥＬ：５３８‐６６６１ 

 

 Ｑ２：どんな学習の場がありますか？ 

 ○ 子どもたちの障がいの状態及び発達の段階、特性等に応じて、（原則として居住区の）小学校及び義務

教育学校（以下、小学校等）の“通常の学級”、“特別支援学級”、又は“特別支援学校”があります。 

    大分市内の小中学校及び義務教育学校（以下、小中学校等）に設置されている特別支援学級には、 

“知的障がい”、“自閉症・情緒障がい”、“弱視”、“難聴”、“病弱・身体虚弱”、“肢体不自由”の各学級があ

ります。 

   ※居住区の学校に特別支援学級が設置されていない場合、隣接校の特別支援学級に通う「学区外通学」 

が認められることがあります。 

 ○ 通常の学級に在籍していて、ことばの発達に遅れや偏りなどがあったり、特定の教科が苦手だったり、

友だちとの関係がうまくつくれなかったりする子どもたちのために、“通級による指導（通級指導教

室）”を行っている学校があります。通級による指導には、在籍している学校に設置されている通級指

導教室に通う「自校通級」と、近隣の学校に設置されている通級指導教室に通う「他校通級」がありま

す。 



 Ｑ３：小学校入学までの流れは、どのようになっていますか？ 

 ＜４月～８月＞ 

   就学について不安や心配がある場合は、【Ｑ１】の相談窓口にお気軽にご相談ください。 

なお、大分市教育委員会は毎年、次年度に小学校等就学予定で、子どもの成長や発達が気になる保護者

を対象とした相談会を行っています。今年度は６月１日号の市報において、開催の案内や申込方法につ

いて掲載しております。 

   《 令和５年度 大分市障がい児巡回教育相談 》 

   ○期 日 

     ※事前の予約、相談票の提出が必要です。申込みは７月５日（水）までとします。 

第１回 ７月１１日（火） 坂ノ市公民館 

第２回 ７月１３日（木） 大分市教育センター 

第３回 ７月１４日（金） 稙田公民館 

第４回 ７月１８日（火） 東部公民館 

第５回 ７月２９日（土） 大分市教育センター 

第６回 ８月 ３日（木） 大分南部公民館 

第７回 ８月 ４日（金） 大分市教育センター 

第８回 ８月 ７日（月） 大分西部公民館 

第９回 ８月１７日（木） 坂ノ市公民館 

第１０回 ８月１９日（土） 大分市教育センター 

   ○相談員 

     ・大分市教育委員会指導主事等 

     ・特別支援学校教員等 ※７／２９（土）、 ８／１９（土）は不参加 

   ○その他 

     ・相談は無料です。 

     ・秘密は厳守します。 

 

 ＜９月初旬＞ 

   「健康診断通知書」が、大分市教育委員会 体育保健課から封書で郵送されます。 

 

 ＜１０月初旬～１０月末＞ 

  《 就学時健康診断 》 

   小学校等就学に向けた健康診断が、居住区の小学校等にて行われます。健康診断の際に、配慮が必要と

考えられる子どもの場合、事前に健康診断を実施する小学校等校長にご相談ください。健康診断後、就

学に当たって適切な指導や支援、配慮の必要な子どもについては、後日、小学校等校長から保護者へ、

健康診断での子どものようすや診断結果などの連絡があります。 

   見学や体験入学などを経て、特別支援学級、特別支援学校などへの就学を希望する場合、健康診断を受

けた小学校等校長と面談し、子どもの就学先について話し合うことになります。 

 

 ＜１０月下旬～１１月中旬＞ 

   特別支援学級、特別支援学校などへの就学を希望する場合、「大分市障害児適正就学指導委員会」事務局

と面談し、子どもの就学先について話し合うことになります。 

 

 

 



 ＜１１月下旬＞ 

  《 大分市障害児適正就学指導委員会 》 

   特別支援学級、特別支援学校などへ就学をする場合、医師、学識経験者などから構成される「大分市障害

児適正就学指導委員会」が適正な就学先について審議します。 

 

 ＜１２月上旬＞ 

           小学校等から保護者へ連絡があり、就学先等について相談します         

    《特別支援学校への就学の場合》                    《特別支援学級への就学の場合》 

 ＜１月中旬～１月末＞ 

       大分県教育委員会 

   （諮問） 

   《 大分県障害児適正就学指導委員会 》 

 

  

  

   （答申） 

 

 

   （通知） 

        保護者  市町村教育委員会  特別支援学校長 

  

＜２月中旬＞ 

     特別支援学校にて「入学説明会」                     小学校等にて「入学説明会」 

 

 ＜４月＞ 

      特別支援学校へ入学                              特別支援学級へ入級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師、学識経験者等で構成される「大分県障害児適正

就学指導委員会」が適正な就学先について審議します 

大分県教育委員会が就学する学校を指定します 

大分市教育委員会学校教育課から保

護者へ入学通知書が郵送されます 



 Ｑ４：小中学校等に在籍しています。特別支援学級や特別支援学校などへ就学先を変える場合、 

どのような流れ、また、手続きが必要ですか？ 

 ＜４月～８月＞ 

   医師のアドバイスやこれまでの学校生活の様子から、保護者が、子どもにとって特別支援学級、特別支援

学校などでの適切な指導や支援が今後、必要だと感じている場合、まず、小中学校等の担任に相談をし

てください。保護者の相談に対し、それぞれの学校で「校内適正就学指導委員会」を開き、就学先につい

て協議します。 

   特別支援学級、特別支援学校などで、実際に見学や体験入学をすることができます。その場合は、特別

支援学級設置校や特別支援学校にご相談ください。 

 

 ＜９月～１０月上旬＞ 

   特別支援学級、特別支援学校などへの就学を希望する場合、手続きが必要となります。小中学校等の校

長と面談の上、子どもの就学先をお考えください。 

  

＜１０月下旬＞ 

  《 大分市障害児適正就学指導委員会 》 

   特別支援学級、特別支援学校などへ就学をする場合、医師、学識経験者などから構成される「大分市障害

児適正就学指導委員会」が適正な就学先について審議します。 

 

 ＜１１月上旬＞ 

           小中学校等から保護者へ連絡があり、就学先等について相談します         

  

   《特別支援学校への就学の場合》                     《特別支援学級への就学の場合》 

 ＜１月中旬～１月末＞ 

       大分県教育委員会 

   （諮問） 

   《 大分県障害児適正就学指導委員会 》 

  

  

 

   （答申） 

 

 

   （通知） 

       保護者  市町村教育委員会   特別支援学校長 

 

 ＜２月中旬＞ 

     特別支援学校にて「入学説明会」 

  

＜４月＞ 

     特別支援学校へ転学                               特別支援学級へ入級 

 

医師、学識経験者等で構成される「大分県障害児適正

就学指導委員会」が適正な就学先について審議します 

大分県教育委員会が就学する学校を指定します 


